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この入札説明書は、「林業就業ガイダンス等広報委託業務」に係る入札執行及び契約の締結について、入

札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加者は次の事項を熟知のうえ、入

札書を提出されるようお願いします。 

 

1 一般競争入札に付する事項 

(1) 委託業務名 

林業就業ガイダンス等広報委託業務 

(2) 業務の概要等 

仕様書による。 

(3) 業務期間 

契約の日から令和２年２月14日まで 

詳細は仕様書による。 

(4) 納入場所 

岐阜県美濃市生櫛１６１２－２「岐阜県中濃総合庁舎」 

 

2 入札参加者の資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 

(2) 岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外)に登載されている者であること。 

(3) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領に基

づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受け

ていないこと。 

(4) 岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停止措

置を、入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。又は同要綱別

表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

(5) 県内に本店又は支店、営業所を有する者であること。 

 

3 入札手続等に関する事項 

(1) 担当部署 

〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2岐阜県中濃総合庁舎１階 

公益社団法人岐阜県森林公社「森のジョブステーションぎふ」確保支援課 

電話：0575-33-4011（内線424） 

ＦＡＸ：0575-46-8408 

メール：m-job@gifu-shinrin.or.jp 
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(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所 

ア 交付期間 

令和元年７月１日(月)から令和元年７月12日(金)までの毎日（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を

除く。） 

午前８時30分から午後５時まで 

イ 交付場所 

3の(1)に同じ。 

※なお、入札説明書は、森のジョブステーションぎふホームページからも入手可能です。 

森のジョブステーションぎふＨＰ（https://gifu-shinrin.or.jp/labor）＞お知らせ 

(3) 競争入札参加資格の確認 

ア 入札参加資格希望者は、下記期限までに様式１「入札参加資格確認申請書」を3の(1)まで提出し、

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

イ 提出部数 １部 

ウ 提出期限 令和元年７月 12日(金)午後5時（郵送の場合は必着のこと。） 

期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、入札に参加することができない。 

エ 守秘義務等 

(ｱ) この入札説明書の交付を受けた者は、公益社団法人岐阜県森林公社から提供を受けた文書、デー

タ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料、口頭による説明情報を含む。)について守秘義務

を負い、第三者に漏らさないこと。また、本件の入札手続以外の目的(公告、宣伝、販売促進及び

公報等を含む)に使用しないこと。 

(ｲ) 提出された書類は返却しないものとする。 

オ 審査及び通知 

(ｱ) 提出された資料を審査した結果に基づき、令和元年７月 19 日（金）までに入札参加資格の有無

を書面により通知する。 

(4) 入札の日時及び場所 

ア 日時 令和元年７月23日(火)午後２時30分から 

イ 場所 岐阜県美濃市生櫛1612-2 岐阜県中濃総合庁舎１階「１北会議室」 

(5) 開札の日時及び場所 

入札終了後直ちに3の(4)のイの場所において行う。 

(6) 契約事項を示す場所 

3の(1)に同じ。 
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(7) 入札方法等に関する事項 

ア 入札方法 

入札は、様式２「入札書」により、本人又はその代理人が行うものする。ただし、代理人が入札

をする場合は、入札前に様式３「委任状」を提出するものとする。落札者の決定に当たっては、入

札書に記載された金額（ 以下「入札書記載金額」という。）の 100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） をもって落札

価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、入札書の金額及び数量については訂正不可とし、それ以外の訂正については訂正印による

こと。また、一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができないも

のとする。 

イ 入札保証金及び契約保証金 

岐阜県会計規則（昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。）第114条各号に該当する

ときは、免除する。 

ウ 落札者の決定方法 

規則第111条の規定により定めた予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内で、最低の入札

書記載金額をもって入札した者を落札者とする。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定す

る。この場合において、くじを引くことを辞退することはできないものとし、仮にくじを引かな

い者があるときは代わりに本件入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。 

また、落札者がいないときは、直ちに再度の入札をすることがある。再度入札は原則として1回

のみとする。 

エ 最低制限価格の有無 

無し 

オ 入札の無効 

本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申告を

行った者のした入札並びに規則第 130条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

カ 入札又は開札の中止による損害 

天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止

する。入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 

キ 落札者の無効 

落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として１週間以内に契約を締結しなければ、その

落札は無効とする。 
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なお、落札者は、契約を締結する前までに、落札価格の内訳書（様式任意）を提出しなければな

らない。 

ク 入札の辞退 

入札を辞退する場合は、様式４「入札辞退届」を提出すること。 

 

4 その他 

(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る 

(2) 契約書作成の要否 

要 

(3) 郵便又は電信による入札は、認めない。 

(4) 談合情報があった場合は、談合の有無の事実にかかわらず、そのすべてを公表することがある。 

(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しない

ことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 

(6) 落札者が、岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加

資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約

を締結しないものとする。また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、

原則、契約を解除する。 

(7) 入札等に関する質疑がある場合は、令和元年７月 12日（金）午後5時までに、書面により 3の(1)

まで提出するものとする。 
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様式１ 

令和元年  月  日  

 

公益社団法人岐阜県森林公社 理事長  様 

 

岐阜県入札参加資格者番号（         ） 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  印 

 

 

入札参加資格確認申請書 

 

 

「林業就業ガイダンス等広報委託業務」の一般競争入札に参加したいので申請します。 

なお、入札説明書に記載の「入札参加者の資格に関する事項」について、各号の資格を有していること

を誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法人にあっては、法人及び代表者職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印すること。 
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様式２ 

 

 

入  札  書 
 

 

￥                      円 

（消費税抜き） 

 

名称  林業就業ガイダンス等広報委託業務 

 

本書のとおり入札します。 

なお、契約の金額は表記の金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額とします。 

 

令和元年  月  日 

 

 

 

岐阜県入札参加資格者番号（         ） 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  印 

 

(代理人)                    印 

 

 

公益社団法人岐阜県森林公社 理事長  様 

 

※法人にあっては、法人及び代表者職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印すること。ただし、入札者が代理人の場合は、

代理人の氏名を記入し、代理人が使用する印鑑を押印すること。 
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様式３ 

 

 

委 任 状 
 

令和元年  月  日  

 

公益社団法人岐阜県森林公社 理事長  様 

 

岐阜県入札参加資格者番号（         ） 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  印 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、「林業就業ガイダンス等広報委託業務」にかかる入札に関する一切の権

限を委任します。 

 

 

代理人の氏名 

 

 

代理人が使用する印鑑 

 

 

 

 

 

 

※法人にあっては、法人及び代表者職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印すること。 
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様式４ 

 

令和元年  月  日  

 

公益社団法人岐阜県森林公社 理事長  様 

 

岐阜県入札参加資格者番号（         ） 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                  印 

 

 

入 札 辞 退 届 
 

 

以下の理由により、「林業就業ガイダンス等広報委託業務」の一般競争入札を辞退したいので、届け出ま

す。 

 

 

  入札辞退の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法人にあっては、法人及び代表者職氏名を記入し、法人印及び代表者印を押印すること。
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林業就業ガイダンス等広報委託業務 仕様書 

 

１ 趣旨・目的 

林業の担い手確保にあたって、森のジョブステーションぎふ（以下「森ジョブ」という。）では、

重要な入口対策として、県内外の様々な林業就業ガイダンス等において、林業就業相談にあたってい

るところである。 

しかしながら、近年、林業就業への関心は後退しており、集客のためのさらなる広報が必要となっ

ているところである。 

このため、森ジョブが行う林業就業ガイダンス等に関する広報を効果的に行い、林業就業相談の来

場者数の増加を図り、もって岐阜県における林業の担い手確保につなげることを目的とする。 

 

２ 委託業務名 

林業就業ガイダンス等広報委託業務 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和２年２月14日まで 

 

４ 業務内容 

（１）就業ガイダンス等への集客広報業務 

森ジョブが主催・共催を予定としている「別表１」の就業ガイダンス等において、同表における

「目標指標」を達成するための各種広報を行うこと。広報の手法については、同表における「想定

する広報手法」を参考に、発注者と受託者で協議のうえ決定するものとする。 

（２）就業ガイダンス用ＰＲグッズの制作 

森ジョブが行う林業就業ガイダンス等において使用する「別表２」のＰＲグッズ等を制作すること。

各ＰＲグッズについての具体的な納品日は、発注者と受託者で協議のうえ決定する。また、本委託業

務の過程で作成したＰＲグッズに係る全ての版下データ(イラストレーター形式及びPDF形式)及び全

ての写真データ(JPEG形式及びRAW形式)についても併せて納品すること（発注者が納品不要と認める

ものについてはこの限りでない）。 

（３）情報誌の作成 

森ジョブについて、活動内容を紹介するための情報誌（森のジョブステーションぎふ通信）を以下

により作成すること。 

①情報誌の規格：Ａ４版８頁、両面カラー、上質紙 70kg以上、中綴 

②原稿：情報誌に掲載する原稿及び写真は発注者から提供する。 
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③デザイン：基本的には前年度のものを参考として、大きく逸脱しないこと。デザイン上必要とな

るイラスト素材などは受託者において用意すること。 

④校正：文字校正３回、色校正１回とする。 

⑤納品物：情報誌300部、情報誌データ（イラストレーター形式、ＰＤＦ形式） 

⑥納品方法：枚数の確認が容易にできるように 10部ごとに付箋や仕切り紙等を入れること。 

⑦納品時期：令和元年９月30日 

 

５ 業務委託実施体制 

（１）責任者の配置 

本業務委託の実施について、その進捗を管理する責任者を１名配置すること。ただし、必ずしも

専任である必要はない。 

（２）実施体制表の作成 

本業務委託の実施体制（従事者の名簿及び役割分担、再委託先（予定）、再委託内容などを含

む）を示す実施体制表を作成すること。 

（３）実施スケジュール 

各月における業務計画を明示した実施スケジュールを作成すること。 

 

６ 実績報告 

業務実績報告書（任意様式）を業務委託期間内に発注者まで提出すること。提出部数は、書面１部

とする。業務の実施状況が分かる写真等を添付すること。 

なお、パネルなどの資材を作成した場合、資材の残余は発注者へ納入すること。 

 

７ 著作権の譲渡等著作権の譲渡等 

成果物に関する所有権は、引渡時をもって発注者に帰属するものとする。著作権等については、別

記１「著作権等取扱特記事項」によるものとする。 

 

８ 業務委託の適正な実施に関する事項業務委託の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守関係法令の遵守 

受託者は、委託業務の実施に当たり関連する法令等を遵守すること。 

（２）業務の一括再委託の禁止業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないもの

とする。なお、一部を第三者に委託する場合、５の（１）の責任者において的確に指示・調整を行

うこと。 
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（３）セキュリティ対策 

受託者は、各種データ管理を行うに当たり、データ漏えい等の防止措置を講ずること。 

（４）守秘義務守秘義務 

受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

９ 業務の継続が困難となった場合の措置について 

（１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、発注者は契約の解除がで

きる。この場合、発注者に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑

かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこととする。 

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が

困難となった場合、業務継続の可否について両者協議し、一定期間内に協議が整わない場合、それ

ぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。なお、委託期間終了若しく

は契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、

必要なデータ等を遅滞なく提供すること。 

 

10 その他 

（１）資料およびデータの提供 

本業務の遂行にあたり、受託者は、発注者の所有する写真データやイラストレーター形式等のデー

タ及びパンフレット等紙媒体について、提供を受けることができるものとする。 

（２）打合せ等 

本業務委託に関する内容については、本仕様書によるほか、契約後詳細な打ち合わせにより、発

注者と十分協議のうえ決定する。 

（３）瑕疵担保責任  

納品後１年以内に、成果品に瑕疵等が見つかった場合は、発注者の要求に従い、速やかに無償で是

正すること。 

（４）協議等 

本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるもの

とする。 
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別表１ 

区分 就業ガイダンス等(開

催月/場所)※１ 

目標指標 想定する広報手法 

主催 林業体感・見学セミ

ナー(10月～11月/美

濃市・高山市) 

参加申込者10名 

(昨年度6名) 

インターネットによる広報（※広告費２０万

円程度） 

 

共催

※２ 

ぎふ農林業チャレン

ジフェアin名古屋(9

月/名古屋市) 

森ジョブへの相談

件数20名以上 

(今年度初開催) 

インターネットによる広報（※広告費２０万

円程度） 

 

 

共催

※３ 

森林のしごとエリア

ガイダンス(10月/名

古屋) 

森ジョブへの相談

件数50名以上 

(昨年度23名) 

インターネットによる広報（※広告費２０万

円程度） 

駅貼ポスター設置（※広告費３０万円程度、

ポスター制作費含まず） 

※１ 就業ガイダンス等の開催月/場所については、開催や出展そのものも含めて未確定 

※２ ぎふアグリチャレンジ支援センター（一般社団法人岐阜県農畜産公社）との共催 

※３ 公益財団法人愛知県林業振興基金（愛知県林業労働力確保支援センター）との共催 
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別表２ 

制作物 規格・数量 備考 

チラシ A4両面カラー、2種類×200部(計

400部) 

作成にあたって写真撮影(半日

程度で日時別途指定、撮影場

所：美濃市内の森林)を行うも

のとする。 

ポスター A3～A0 カラー(サイズは設置場所

による)、2 種類×200 部(計 400

部) 

作成にあたって写真撮影(半日

程度で日時別途指定、撮影場

所：美濃市内の森林)を行うも

のとする。 

クリアファイル A4片面カラープリント、デザイン

案別途提示、2 種類×500 部(計

1000部) 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 

名入れスタッフベスト 胸元と背中にプリント、デザイン

案別途提示、サイズ別途指定、10

人分 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 

名入れスタッフブルゾン 胸元と背中にプリント、デザイン

案別途提示、サイズ別途指定、10

人分 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 

名入れボールペン デザイン案別途提示、200本 デザイン案をベースに版下を

作成すること 

名入れ不織布バッグ A4 マチあり、デザイン案別途提

示、500枚 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 

イベントのれん デザイン案別途提示、サイズ別途

指定、2枚 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 

テーブルクロス デザイン案別途提示、サイズ別途

指定、1枚 

デザイン案をベースに版下を

作成すること 
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別記１ 

著 作 権 等 取 扱 特 記 事 項 

  

（著作者人格等の帰属） 

第１ 印刷製本物等が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第 1 第 1 号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から 第 20 条までに規

定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利

（以下「著作権」という。）は受託者に帰属する。 

２ 印刷製本物等に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係

る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は提供した者に帰属

する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている 素材が著作物に該当する場合について

は、当該第三者に帰属する。  

 

（著作権の譲渡） 

第２ 印刷製本物等が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法27条及び第

28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

２ 前項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物等の著作権が帰属している場合には、受託者は、あら

かじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権（著作権法第27及び第28条に規定する権

利を含む。）を受託者に譲渡させるものとする。 

一 受託者の従業員 

二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

３ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。   

 

（著作者人格権） 

第３ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しな

いものとする。 

２ 県は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なう

ことが明らかな改変をすることはできない。  

  

（保証） 

第４ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないもの

であることを保証するものとする。  

 

（印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供） 

第５ 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物（ＣＤまたはＤＶＤ）を当

該印刷製本物等の引渡し時に引き渡すものとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

３ 第１項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物等の引渡し時に発

注者に移転する。 

 


